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島根県告示第389号

区　　　　　間
敷地の
幅　員

延　　長

0 メートル メートル

前
4.40～
11.00

97.00

後
7.00～
34.00

97.00

前 Ａ
5.00～
12.00

191.00

Ａ
5.00～
12.00

191.00

Ｂ
22.00～
44.00

157.00

前
11.00～
13.00

23.00

後
19.00～
24.00

23.00

Ａ
9.00～
15.00

117.00

Ｂ
10.00～
22.00

100.00

Ａ
9.00～
15.00

117.00

Ｂ
19.00～
37.00

100.00

道路の
種　類

路　線　名

道　　　路　　　の　　　区　　　域
管轄する地方
機 関 の 名 称

備　　　　考変更前
後の別

　道路の区域を次のように変更したので、道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定により告示する。

その関係図面は、告示の日から15日間島根県土木部道路維持課及び当該道路を管轄する地方機関において一般の縦覧に

供する。

　　平成24年６月22日

島根県知事　溝　口　善兵衛__

雲南県土整備
事務所

雲南市三刀屋町乙加宮
3210番１地先から同
3211番１地先まで

雲南市三刀屋町乙加宮
3211番１地先から同
3216番１地先まで

〃〃

県　　道
出雲奥出雲
線

後

〃

〃

道路改良工事

拡幅

左記のＡ及びＢは、関
係図面に表示する敷地
の区分をいう。

道路改良工事

ダブルウェイ

道路改良工事

拡幅

雲南市三刀屋町乙加宮
3216番１地先から同
1681番２地先まで

〃

左記のＡ及びＢは、関
係図面に表示する敷地
の区分をいう。

道路改良工事

ダブルウェイ

区間Ｂの拡幅

雲南市三刀屋町乙加宮
1681番２地先から同
3216番７地先まで

〃

後

前
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〃 〃
雲南市三刀屋町乙加宮
3216番７地先から同
1685番２地先まで

前
12.50～
13.00

10.00
道路改良工事

拡幅

後
32.00～
33.00

10.00

前
6.88～
14.63

247.50

後
11.04～
33.10

248.80

前
8.73～
10.59

402.07

後
8.00～
21.80

480.90

前
6.83～
6.91

243.50

後
8.00～
16.00

243.50

前
6.20～
39.80

385.00

後
8.10～
72.60

380.30

Ａ
6.00～
16.00

187.00

Ｂ
9.00～
25.00

200.00

後 Ｂ
9.00～
25.00

200.00

Ａ
6.00～
55.00

1,466.80

Ｂ
10.00～
53.10

610.00

左記のＡ及びＢは、関
係図面に表示する敷地
の区分をいう。

ダブルウェイ解消

町道移管

〃 〃

隠岐郡隠岐の島町都万
角ヶ谷5211番１地先か
ら同町都万奥姥ヶ谷
6521番２地先まで

前

〃
西郷都万郡
線

隠岐郡隠岐の島町都万
角ヶ谷5201番１地先か
ら同5211番１地先まで

前

隠岐支庁県土
整備局

左記のＡ及びＢは、関
係図面に表示する敷地
の区分をいう。

ダブルウェイ解消

〃

出雲市大津町字三谷
3234番２地先から同町
字川平3403番６地先ま
で

河川事業

拡幅

〃

波佐匹見線
益田市匹見町匹見イ
1533番地先から同イ485
番１地先まで

益田県土整備
事務所

道路改良工事

拡幅
〃

〃
出雲三刀屋
線

出雲市大津町字三谷
2842番地先から同町字
長廻3434番７地先まで

出雲県土整備
事務所

河川事業

拡幅及び減幅

〃

出雲市大津町字長廻
3434番７地先から同町
字三谷3234番２地先ま
で

河川改修に伴う付替

河川管理者へ返還

〃
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後 Ｂ
10.00～
53.10

610.00

Ａ
10.00～
38.00

247.00

Ｂ
13.00～
75.00

170.00

後 Ｂ
13.00～
75.00

170.00

左記のＡ及びＢは、関
係図面に表示する敷地
の区分をいう。

ダブルウェイ解消

町道移管

町道移管

〃 〃

隠岐郡隠岐の島町都万
奥姥ヶ谷6521番２地先
から同6525番１地先ま
で

前
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島根県告示第390号

0 メートル

一般国道 261号
邑智郡邑南町上田所763番地先から同
649番地先まで

488.00
平成24年
６月22日

県央県土整備
事務所

県　　道 出雲三刀屋線
出雲市大津町字三谷2842番地先から同
町字川平3403番６地先まで

973.20
平成24年
６月22日

〃
多伎インター
線

出雲市多伎町118番20地先から同町61番
２地先まで

150.20
平成24年
６月22日

〃 浜田作木線
邑智郡邑南町下口羽2363番25地先から
同494番地先まで

486.00
平成24年
６月29日

県央県土整備
事務所

〃 波佐匹見線
益田市匹見町匹見イ1458番１地先から
同イ1455番１地先まで

23.90
平成24年
６月22日

益田県土整備
事務所

　道路の供用を次のように開始するので、道路法（昭和27年法律第180号）第18条第２項の規定により告示する。

その関係図面は、告示の日から15日間島根県土木部道路維持課及び当該道路を管轄する地方機関において一般の縦覧に

供する。

　　平成24年６月22日

島根県知事　溝　口　善兵衛__

備　　　考

出雲県土整備
事務所

道路の
種　類

路　線　名 供 用 開 始 の 区 間 延　長
供用開始
年 月 日

管轄する地方
機 関 の 名 称
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